
★飲食厳禁とします。 

★マスクの着用をお願いいたします。 

★ソーシャルディスタンスを保ってください。 

★面会人数は、お部屋の都合上 2～3 名でお願いいたします。 

    ★職員に様子を確認する場合は、短時間でお願いいたします。 

  ★他のご入居者様との接触は、ご遠慮いただきます。 

 

 

 

  

 まだまだ暑い日が続いておりますが、皆さま体調はいかがでしょうか。新型コロナウイル

スの感染力は、変わらずと言うより拡大しているように感じています。幸い入居者様には感

染しておりませんが、職員の陽性者や同居家族陽性による濃厚接触者は、新型コロナウィル

スが 5 類感染症に移行後大変増えております。埼玉県からも、8 月下旬より抗原検査の頻回

検査を再開するよう通知が来ました。 

 面会については、現在の方法を継続いたしますが、入居者様に感染が拡大した場合は、全

館中止とさせていただく場合がございます。引き続き、ご家族様のご理解とご協力をお願い

いたします。面会中止時のお知らせ方法については、裏面に詳細記載いたしましたのでご確

認ください。 

  

 

  

 

  

 

 

  

  

 

  

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

リモート面会ご希望の方へのお願い   【予約制】 

★上記の面会解放時間にご予約をお願いいたします。 

★ご自宅からのリモート参加される方は、ご利用機器のバージョンアップを忘れずに行って下さい。 

★接続不具合が生じた場合の問い合わせと代替えは致し兼ねますのでご了承下さい。 

★ビデオ・オーディオの接続を行って下さい。 

★時間厳守でお願いいたします。 

 【ミーティング ID】 869 261 9675    【パスコード】  874000 

・面 会 日        毎週火曜日・木曜日・金曜日 
                 ※８月より水曜日→木曜日へ変更です 

・面会解放時間   午後 1：30～3：30  【予約なし】 

・面会時間      居室にて 15 分         【時間厳守】  

①面会について（直接または、リモート） 



令和 5年 6月分介護報酬領収書と令和 5年 7月分介護報酬請求書を同封いたします。引き落と

しは、8月 31日(木)です。 

 

 

 

上記保険証の有効期間が令和 5 年 9 月 30 日までとなります。対象となる方は、ご自宅に届き

ましたら、施設へお届けいただくか郵送いただきますようお願いいたします。 

 定期的にご用意いただけているご家族様ありがとうございます。お手数をお掛け致しますが

入居者様が受診時や面会時に使用するマスクをご用意いただけると助かります。 

布製の物ではなく、不織布の物をご用意ください。ご協力お願いいたします。 

 

毎月同封しておりましたユニットからの手紙を面会回数や時間が幅広くなったこともあり 

終了とさせていただきますことをご了承下さい。 

 

 

 

 

 

 

 

」 

 

今まで館内でコロナが発生した時には予約制だったため、お電話にて面会中止

のご連絡をしておりましたが、今後については、ホームページのトピックスに

て面会の状況をお知らせする事にいたしました。面会前には、必ずホームペー

ジのトピックスをご確認ください。また、このお便りの届かないご家族様にも

お伝えいただきますようお願いいたします。ホームページの確認が難しいご家

族様については、面会前にお電話にて状況を確認していただきますようお願い

いたします。 

 面会中止時には、ご希望によりリモート面会の対応をいたします。 

ご協力よろしくお願いいたします。 

③新型コロナウイルス発生時の面会対応について【重要】 

②引き落としについて   

 

③経口維持加算につい

て 

④重度心身障害者医療費受給者証について 

 

 

間 

 

 

 

 

 

について 

 

③経口維持加算について 

⑤マスクについて 

いて 

 

③経口維持加算につい

て 

⑥敬老会について 

いて 

 

③経口維持加算につい

て 

9 月 15 日(金)には、各ユニットにて敬老会を行います。賀寿の対象になられた入居者

様とそのご家族様のみとなりますが、式典の準備を進めております。対象の方には、別

紙にてご案内を同封いたしましたので、ご確認ください。 

 

⑦写真入りお手紙について 

いて 

 

③経口維持加算について 


